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Ⅰ．王子製紙株式会社「美瑛山林」森林管理計画の概要 

 

１．森林の所有者 ： 王子製紙株式会社  代表取締役社長 篠田和久 

    東京都中央区銀座４丁目７番５号 

２．森林の管理者  ：  王子木材緑化株式会社 

            東京都江東区新木場１丁目１番１号 

３．認証の区域    ： 王子製紙株式会社社有林「美瑛山林」 

                       北海道上川郡美瑛町字ウバクベツ 976-1 外 

４．対象森林面積  ：  3,151.88ha／2 団地（美瑛団地：3,022.58ha、朗根内団地：129.30ha） 

 

５．齢級別森林資源の構成 

【樹種・齢級別資源構成表(面積)】 H21 年 7 月現在                     （面積：ha） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4.14 5.67 20.20 44.98 39.32 248.26 151.60 2.12 0.96 517.25
1.00 1.00

0.68 39.88 156.37 47.17 53.75 0.82 4.09 1.10 303.86
15.00 15.00

0.68 4.14 5.67 61.08 201.35 86.49 317.01 152.42 6.21 1.10 0.96 837.11
3.79 5.69 2.43 11.91
4.47 4.14 5.67 61.08 207.04 88.92 317.01 152.42 6.21 1.10 0.96 849.02

6.00 3.28 32.41 19.35 87.25 54.26 161.01 363.56
10.89 3.51 28.34 115.30 469.76 622.86 473.13 72.47 55.03 0.21 1,851.50
10.89 6.00 3.51 28.34 115.30 469.76 622.86 3.28 505.54 91.82 87.25 109.29 161.22 2,215.06

4.47 4.14 5.67 61.08 217.93 88.92 323.01 155.93 34.55 116.40 470.72 622.86 3.28 505.54 91.82 87.25 109.29 161.22 3,064.08
3,064.08

60.53 27.27 87.80

3,151.88 
  人工林率：26.9％   (人工林内訳)トドマツ：60.9％ 

                  カラマツ：35.8％ 

                  その他  ： 3.3％ 

 

６．森林の沿革・概要 

（１）地域の概況 

美瑛町は、北海道のほぼ中央、上川支庁管内のほぼ中央に位置し、東部の旭岳・十勝岳などの

大雪山国立公園区域と西部の夕張山系との中間にあり、周辺は北に上川盆地、南は富良野盆地に

挟まれ、旭川市、芦別市、東神楽町など２市６町と接している。 

石狩川の支流の美瑛川が町の中央を東から南西に流れており、その支流である置杵牛川、宇莫

別川、辺別川沿いに耕地が開け、集落が形成されている。 

気候は、年間平均気温６度、年間降水量は 980 ㎜、最深積雪 138 ㎝で、寒暖の差が大きい内陸

性気候である。 

美瑛町の総面積は 67,716ha のうち森林面積は 46,990ha で、総面積の 69％を占めている。民有

林面積は 14,743ha（一般民有林 13,224ha、町有林 1,519ha）となっている。 

民有林のうち、カラマツ・トドマツを主体とした人工林面積は 9,296ha で、人工林率は 63％と

全道平均より高い。齢級構成では戦後に造林された７～９齢級の林分が多いため、偏った齢級構

成となっている。 
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（２）美瑛山林の沿革 

美瑛団地は、概ね６回にわたって取得を重ね、現在の所有規模に至っているが、これらはいず

れも明治・大正時代に国有林の払い下げを受け、その後それぞれに数名（個人または会社名義）

の所有者を経て、王子製紙㈱が取得したものである。国有林の払い下げから民間の山林所有が始

まるのは北海道ではきわめて一般的な経緯であり、美瑛山林においても同様の歴史を持つもので

ある。 

朗根内団地は、系列会社の所有山林を昭和５７年に購入し、美瑛山林の一部として編入したも

のである。 

【主な取得年】 

  昭和４年        1,093ha  (美瑛団地） 

  昭和 26～39 年     1,745ha  (美瑛団地） 

  昭和 57 年        154ha  (朗根内団地） 

 

（３）対象森林の概況 

十勝岳から美瑛岳・トムラウシ岳と続き、大雪山連峰へ至る北海道の屋根は、美瑛山林の東に

素晴らしく雄大な景観となって眺められる。美瑛山林はこの一連の山脈に含まれる美瑛岳の裾野

の部分にあたり、標高は最高 910ｍ、大部分が 600ｍを超える高さにある。 

山林の中央を宇莫別川が、南境を置杵牛川が概ね北西方向に平行して流れている。両川の中間

部は一般に緩傾斜地が多く、台地状となっているが、宇莫別川の北部には支流の両側が深く落ち

込んだ急傾斜地がある。西側（市街地側）は、カラマツ林等の民有林及び一部草地に隣接し、北

部・南部・及び東部（奥地側）は、概ね国有林が隣接地となっている。 

森林認証の対象となる王子製紙(株)美瑛山林は、上記地況の総面積 3,151.88ha の区域で、う

ち分けは天然林が 2,215.06ha、人工林が 849.02ha である。人工林率は 27％と周辺民有林に比べ

低い。森林計画制度の機能区分では、全域が「水土保全林」に区分され、保安林等に指定されて

いる制限林はない。近年は天然林を主体とした択伐施業が実施されている。 

 

837.11 79,830 1,686

11.91 1,420 23

849.02 81,250 1,709

363.56 156,903 2,348

1,851.50 249,352 3,743

2,215.06 406,255 6,091

87.80 0 0

3,151.88 487,505 7,800

 

 

【人工林の概況】 

美瑛山林における本格的な人工造林の着手は、昭和 30 年からで、現 8-ろ小班の 28.54ha がは

じまりである。 
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   人工林の現況面積は849haで、人工林率は27％と低く、樹種はトドマツ(61％)とカラマツ(36％)

が大半を占めている。 

美瑛山林における人工林の間伐は、昭和６２年度のカラマツ林の間伐から開始された。高性能

機械（ハーベスタ）による間伐作業は、平成元年、王子製紙㈱の伐出プロジェクト（機械化の推

進）の一環として 1 小班のみ実行された。その後、協力会社である北村林業㈱所有のプロセッサ

が伐採木の枝払い等に使用されたことはあるが、択伐が主体の現在は、小型ブル等による全木集

材が主体で、高性能機械主体での作業は行われていない。 

 【天然林の概況】 

宇莫別川・置杵牛川の流域は、明治３０年頃には、既に下流域で盛んに開墾が行われていた。 

現在、王子製紙㈱美瑛山林となっている地域も一部はその頃から「国有未開地処分法」による貸

付地であった。このような状況から、この辺一帯の山林では、明治時代にすでに盛んに伐採が行

われていたようである。 隣接する国有林においても、明治 35～36 年頃より、いわゆる『造材師』

が入り、盛んに伐採が行われていた。また、王子製紙㈱取得後もパルプ材生産等の目的で伐採が

行われており、現在の天然林には、原生林状態の林相はみられない。 

近年は、天然更新を促すため、老齢木や不良木を対象とした択伐施業等が実施されている他、

平成１～４年度にかけて「天然林補整(樹下植栽)事業」として、アカエゾマツの補植が 24ha で行

われている。 

【路網の状況】 

昭和 44 年～平成 5 年にかけて、自力林道・生産林道（道費補助）を 59,140ｍ開設した。特に、

昭和 62 年以降に開設した林道は、伐開幅 20ｍ・全線側溝を基本として作設され、現在も路面の

状態が良く、修理費を軽減した林道として役立っている。 

他にも利用可能な公共道（町道）が 4,400 ｍ 存在しており、美瑛山林における路網密度は、

20 ｍ/ha (63,540 ｍ/3,151.88 ha)となる。 

天然林区域においても広範囲で巡回道が作設されており、天然林施業の効率的な実施に役立っ

ている。 

【試験林等の状況】 

王子製紙㈱林木育種研究所（現在は「王子製紙森林博物館」所在地：栗山町）により平成３年

度に、5 小班 4.47ha が設置されている。（改良ドロノキ試験地 4 小班、グイマツ試験地 1 小班） 

現在は、全小班とも一般事業地に編入されているが、獣害（エゾシカ、野鼠）等により、成林

状況は必ずしも良好とは言えない。 

 

（４）対象森林の管理体制 

    美瑛山林の管理は、王子製紙(株)の山林部門子会社である王子木材緑化(株)旭川営業所が、

担当している。平成９年度までは、王子木材緑化(株)の地元直営班が作業を実施していたが、

事業量の減尐に伴い、継続雇用が不可能になり、かねてより協力関係にあった北村林業に作業

員を引き継いだ経緯がある。 

    そのため、現在の択伐・間伐事業や保育事業は、王子木材緑化(株)と北村林業(株)との請負

契約によって実行されている。 
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７．施業履歴・計画   

  各種記録類は、年度ごとに整理され、適切に保存されている。 

（１）過去 5 年間の施業履歴 

ⅰ)収穫事業 

 対象森林では、下記の通り過去五年間に素材 6,415 ㎥の収穫が行われたが、地域における川下

の分別・表示システム認定が未整備のため、認証材としての出荷は行われなかった。 

ha M3 ha M3 ha M3 ha M3 ha M3 ha M3

41 1566 26 1144 29.95 963 96.95 3673

37 1796 56 946 93 2742
0 0

78 3362 82 2090 0 0 0 0 29.95 963 189.95 6415 

ⅱ）造林事業 

 

ha ha ha ha ha ha

5.2 5.2
10.6 10.6

0 0 5.2 10.6 0 15.8 

 

（２）経営計画(2009 年度～2013 年度) 

ⅰ)収穫事業 

 

ha M3 ha M3 ha M3 ha M3 ha M3 ha M3

41.5 1445 64.33 1278 93.03 1983 68.35 1203 43.85 1385 311.06 7294

28 1193 28 1193 28 1193 28 1193 30 1177 142 5949
0 0

69.5 2638 92.33 2471 121.03 3176 96.35 2396 73.85 2562 453.06 13243 

ⅱ）造林事業 

 

ha ha ha ha ha ha

9.02 10.36 9.5 14.5 10 53.38

9.02 10.36 9.5 14.5 10 53.38 

ⅲ)林道開設  計画なし 

 

（３）森林被害等の記録 

記録は年度ごとに整理されている。 

①病虫害 

カラマツにイトヒキハマキによる葉の食害（虫害）が発生した経緯があるが、短期的に樹勢が
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衰える程度で枯死には至っていない。 

②獣害 

カラマツにおいて野鼠による根元樹皮の食害が微量ながら発生している。散発的に見受けられ

る枯損木はこの食害による。 美瑛山林では野鼠駆除のための薬剤散布は現在行っていない。 

③気象害 

 平成 16 年と 18 年に台風等による風倒被害が発生しているが、局部的なもので、既に処理は終

わっている。 

④山火事 

古い文献によれば大正２年に約 200ha を延焼した火災が発生したことが記録されているが、詳

細は不明である。 

山火事予防に関しては、毎年、王子木材緑化㈱旭川営業所において、美瑛山林を含む「山火事

予消防対策実施要領」を作成して、当たっている。 

 

（４）モニタリング等の記録 

美瑛山林では、ランドスケープレベルでの林相の経年変化を把握するための定点撮影(5 カ所)と、

植生調査プロットで5年ごとに毎木調査と植生調査を行う植生モニタリング (2カ所：10ｍ×50m)、

生息する動物を把握するためのセンサーカメラ自動撮影による動物モニタリング等の定点モニタ

リングが実行されている。 

またこの他にも、通常の巡視や収穫調査、作業完了時に、「美瑛山林モニタリング実施要領」を定

め、「社有林レッドデータブック」及び、チェックリストに基づいた基本モニタリングを行ってき

ている。 

これらの記録は、年度ごとに整理保存されており、計画策定時の資源管理や生物多様性情報の収

集・保全等の管理に活かされている。 

 

（５）従業者に対する研修その他の記録 

  王子木材緑化（株）北海道支店が、前認証期間中、従業者に行った主な研修は次通りである。 

 ①生物多様性保全に係わるもの 

  毎年、道内の社有林持ち回りで、「森林認証に係わる植生モニタリング研修会」を行ってきている。 

  研修内容は、植生モニタリングの設定目的、プロット調査の方法、植物同定、今後の資料の活用

についてで、主に従業員の植物同定能力の向上を意図しており、その成果は、「美瑛山林の林床植

物」として纏められている。 

②労働安全衛生に係わるもの 

  王子製紙㈱資源戦略本部植林部及び王子木材緑化㈱北海道支店において、それぞれ安全衛生管理

体制及び組織図を作成して、王子木材緑化㈱旭川営業所にて、毎年５月に安全大会を開催してい

る。 

  また、協力会社である北村林業㈱において、毎年「安全の手引き」を作成して指導に当たってい

る。 

 ③山火事予防に関するもの 

  北海道の山火事危険期(4～6 月)に合わせて、王子木材緑化(株)旭川営業所管内「山火事予消防対
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策会議」が、営業所管内の関係者（社員、関係団体、関係業者）を参集して開催されている。 

 

 

８．経営方針 

王子製紙(株)では、５年毎に全社を包括する「王子製紙グループ社有林経営計画」編成方針を策

定し、これに基づき各地の山林経営を行っている。現在の社有林経営計画は、本年度より発効(2009

年度～2028 年度)したものである。 

本経営計画における経営方針の概略は、以下の通りである。 

○経営方針 

高収益林分の育成によって収穫の保続を図り経営に寄与することと共に、水源の涵養、土砂流出

の防備、生物多様性の保全等、公益的機能を有する森林の造成を通して社会貢献することによっ

て、王子製紙グループの評価を高め経営に寄与することにある。 

1）機能区分  

 森林計画制度に定められた機能区分を維持しつつ、新たに全森林を生産林及び環境保全林に区

分しそれぞれの目的に応じた適切な森林の維持造成を図る。 

2）保育 

 現況並びに目標林相に適合する適正施業に努め、林分の健全化を図る。自然力を活用し経済

的・合理的な施業に努め費用の低減を図る。 

3）収穫 

 非皆伐施業を原則とし、人工林は間伐作業を主体に、天然林は択伐作業を主体に収穫を行い、

収穫の保続と共に蓄積の増加を図る。 

4)更新 

 分収契約地を除き、人工造林は二段林又は多段林施業を採用し、その他は天然更新を原則とす

る。小班毎に目標林相と対応する施業区分を定め、今後の施業を明確化し、投資の効率化を図

る。 

5）林道、作業道 

 社有林経営基盤の改善を図るため林道網の整備拡充を計画的に推進し、作業費低減による収穫

収入の向上を 図る。 

6）公的資金  

公的資金（補助金、分収林及び保安林改良事業等）を導入し、支出の削減を図る。 

7)調査研究、人材育成  

 社有林現場の相互視察を通じ、施業方法や森林認証の維持・管理手法の検証を行い、人材の育

成を図る。 
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なお、今回更新審査の対象となる美瑛山林においては、「北海道所在の王子グループ社有林のモ

デル山林として」の位置づけから、「美瑛山林経営方針における特記事項」が引き継がれ、「森林認

証の審査及びモニタリングを通じて持続可能な森林経営のあり方について検討し、施業技術の習

得・普及、社員教育の場として、活用する」こととしている。 

 

 

９．環境方針 

王子製紙グループでは、「王子製紙グループは、広く地球的視点に立って環境と調和した企業活動

を展開し、真に豊で持続可能な社会の実現に貢献する。そのため一層の環境改善に取り組むととも

に、森のサイクル、紙のリサイクル、地球温暖化対策などを積極的に推進する。（王子製紙環境憲

章 基本理念）」を基本理念としており、美瑛山林では、地域林業の先導的な役割を果たすことを

目的に以下の「社有林環境方針」を定めている。概要は以下の通り。 

 【社有林環境方針】 

弊社は、この理念に基づき、地球温暖化防止と生物多様性の保全など、持続可能な社会の形成に

貢献するため、下記の事項を念頭において社有林での事業活動を行う。 

1.森林整備を推進し、森林の多面的な機能を維持・向上させ、持続可能な森林経営を目指す。 

2.環境保全活動と事業活動との調和を図り、森林生態系の維持・向上に努める。 

3.森林施業を行うにあたっては、地域の実情に応じ、複層林・針広混交林への誘導に取り組むな

ど、生物多様性の保全に努める。 

4.森林土壌および下流域での水資源の保全に努める。 

5.森林が有する二酸化炭素を吸収する機能を高めるとともに、木質資源の循環利用を促進するこ
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とを通して、地球温暖化防止に貢献する。 

6.事業活動を行うにあたっては、化石燃料の使用削減など、省エネに努める。 

7.事業活動で発生する大気汚染物質や廃棄物は可能な限り、その抑制に努めるとともに、地域で

定めれた方法により、適正に処理する。 

8.モニタリングを実施し、継続的に森林の状況を把握する。調査や教育のため地方自治体、学術

組織などから要請があった場合は、可能な限り協力する。 

 

 

10．施業方針の概要 

美瑛山林においては、「王子製紙グループ社有林経営計画」における施業方針に準拠し、個々の

現場施業については、「美瑛山林経営方針における特記事項」及び「天然林の施業指針(美瑛山林)」、

「人工林の初回及び 2 回目間伐の施業指針(美瑛山林)」、「『生物多様性の保全』を考慮した施業指

針」、「育林指針（北海道編）」等に拠っている。 

施業指針の概略は次の通り。 

○美瑛山林施業方針 

 『美瑛山林経営方針における特記事項』Ⅳ.1.収穫事業と生物多様性の保全の両立に基づいて実施

する。 

ⅰ）人工林 

   トドマツ、カラマツが主体で、いずれも間伐期に達しており、間伐施業を実行しながら天然更

新を促し複層林に誘導することを基本方針としている。 

『美瑛山林経営方針における特記事項』Ⅳ.1.1-1 

  造林・保育事業においては『育林指針（北海道編)』、間伐事業においては 『人工林の初回およ

び２回目以降間伐の施業指針(美瑛山林）』に準拠する。 

ⅱ）天然林 

   全体的にナラ・タモ・カバ等の有用樹種の広葉樹林が多く、針葉樹（トドマツ）の更新の旺盛

な林分が多い。 

   中・大径木の生産を目標に保育施業・択伐を実行し、後継樹の更新を図りながら、木材生産と

林相の改良を図る。 

  『天然林の施業指針（美瑛山林）』に準拠する。 

ⅲ）生物多様性の保全        

  『「生物多様性の保全」を考慮した施業指針』および『美瑛山林モニタリング実施要領』、『レ

ッドリスト種保護に関するマニュアル(美瑛山林)』に準拠する。 
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確認資料一覧 

番号 資      料 備 考 

1 王子製紙美瑛山林 森林調査簿   

2 上川南部地域森林計画書(平成 21 年～30 年度)   

3 美瑛町森林整備計画書(平成 21 年～30 年度)   

4 空中写真   

5 王子製紙グループ経営計画編成方針（平成 21 年～40 年度）   

6 〃      環境保全林設定要領  

7 森林施業計画認定書（写、平成 20 年度更新分）  

8 森林施業計画書（平成 20 年～25 年）   

9 森林施業に関する長期の方針書   

10 美瑛山林 資源構成表（齢級別面積・蓄積）   

11   〃  施業計画対実績表   

12   〃  造林保育履歴データ簿   

13   〃  収穫作業履歴データ簿  

14   〃  森林被害記録簿   

15 〃  位置図   

16 〃  ゾ－ニング図   

17 〃  現況林相図   

18 〃  森林計画図   

19 〃  施業図（施業履歴図）   

20 美瑛山林経営方針における特記事項   

21 『生物多様性の保全』を考慮した施業指針  

22 王子製紙育林指針（北海道編）   

23 天然林の施業指針（美瑛山林）   

24 人工林の初回及び二回目間伐の施業指針（美瑛山林）   

25 伐出作業マニュアル（美瑛山林）  

26 社有林作業現場における油類管理規程及び漏出事故時の連絡体制  

27 林業薬剤管理マニュアル（美瑛山林）  

28 美瑛山林 モニタリング実施要領  

29   〃  モニタリングチェックリスト  

30   〃  モニタリング結果報告書（～2009 年）  

31   〃  レッドリスト種保護に関するマニュアル   

32   〃  定点撮影実施計画書・同報告書（～2009 年）   

33   〃  センサーカメラによる動物モニタリング調査結果（2006 年）   

34   〃  植生調査結果（2006 年）  

35 美瑛山林の林床植物（2006 年）  
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36 美瑛山林 教育実習記録   

37 〃  森林生態系モニタリング調査に関わる勉強会の実施報告書   

38 〃  植生モニタリング研修会(第二回)実施報告書   

39 〃  各種試験林一覧表   

40 北海道レッドデータブック（美瑛町版）   

41 王子木材緑化(株) 社有林防災管理規則・防災管理組織   

42 〃     社有林災害報告連絡体制   

43 社有林山火事予消防対策実施要領（王子木材緑化(株)旭川営業所）   

44 〃 山火事連絡体制（王子木材緑化(株)旭川営業所）  

45 〃 監視人及び巡視人一覧表（王子木材緑化(株)旭川営業所）   

46  〃 山火事予消防会議配付資料（2009 年）  

47 王子製紙(株)安全衛生管理規程・安全衛生管理体制   

48 王子木材緑化(株) 安全衛生管理組織図及び緊急連絡網   

49 〃     安全衛生大会配付資料（北海道支店：2009 年）   

50    〃     安全大会安全衛生講習資料(旭川営業所：2009 年)   

51 北村林業(株)安全作業の手引き   

52 王子製紙グループ企業行動報告書 2008  

53 王子製紙株式会社原材料本部植林部「環境方針」  

54 王子製紙社有林「レッドデータブック・フィールド図鑑」  

55 王子の森－王子製紙グループの社有林(パンフレット)  
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Ⅱ．審査経過   

王子製紙株式会社「美瑛山林」の更新審査経過 

審査は、(社)全国林業改良普及協会の児島裕、宇佐美均、坂東忠明の３名が担当した。 

 

【書類確認】 

平成 21 年 9 月 8 日／審査申込 

（内 容） 

審査申込書及び関係資料を受付、提出された関係書類に基づく質疑・応答の後、新しい SGEC の基

準・指標・ガイドラインに基づいた別紙「全林協審査判定表」の 72 項目を更新「審査要件」とす

ることを伝えた。 

 

【現地審査】 

平成 21 年 10 月 13 日・14 日 

（場 所） 

  王子製紙株式会社「美瑛山林」（北海道上川郡美瑛町） 

  王子木材緑化(株)北海道支店旭川営業所 

（審査委員） 

  元東京農業大学教授・農学博士        河原 輝彦 

（審査員） 

(社)全国林業改良普及協会認証審査ｾﾝﾀｰ      児島  裕 

       同          専門審査員 坂東 忠明 

（申請者側立会者） 

王子木材緑化(株) 営業本部林業部 担当部長     荒井  均 

    同     営業本部林業部          高橋 幸広 

    同    北海道支店旭川営業所 所長代理   小笠原哲彦 

    同    北海道支店旭川営業所       田中 将文 

    同    北海道支店苫小牧営業所 所長代理 工藤  隆 

（聞き取り対象者） 

北村林業（株） 現場代理人  大場 浩司 

美瑛町役場政策調整課 

 

（調査内容） 

関係書類及び現地調査によって、対象森林の自然条件、施業状況、社会環境を把握するとともに、

現場担当者、行政関係者等への聞き取りを行い下記事項の確認を行った。 

１．地域の森林の概況・林業・林産業の状況について聞き取り及び関連資料の確認。 

２．地域森林計画及び市町村森林整備計画における指定施業要件等の確認 

３．現地調査による対象森林の管理状況の把握 

４．更新された森林簿・及び森林計画図の現地照合 
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５．対象森林における施業の実施状況について計画と対比 

６．作業安全指導の実施状況について 

７．モニタリング調査等の実施状況について 

６．希尐野生動植物種等、野生動植物の生息・生育状況調査・保護対策等の実施状況について 

７．地域における森林環境教育・レクリエーション活動について 

８．王子製紙の SGEC 森林認証取得後の取組について 

９．王子製紙の地域に対する貢献について 

 

 

【審査判定】 

平成 21 年 12 月 11 日／審査委員会 

（審査委員名） 

元東京大学教授・農学博士       山根明臣 

元東京農業大学教授・農学博士     河原輝彦 

木構造振興（株）専務取締役・農学博士 西村勝美 

東京農工大学教授・農学博士      土屋俊幸 

（社）林木育種協会理事        真柴孝司 

 

（事務局） 

(社)全国林業改良普及協会 専務理事  渡辺政一 

(社)全国林業改良普及協会       児島 裕 

(社)全国林業改良普及協会       野田昭一 

(社)全国林業改良普及協会       宇佐美均 

 

(内容) 

「審査要件」及び「確認審査」内容に基づいた審査結果を審査委員会に諮り、審査決定を行った。 

 提示資料及び現地確認審査による審査判定表の内容から、申請森林は SGEC 森林認証に値する管理

がされていると認められた。 

 （判定内容については、判定事由書参照） 
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Ⅲ．判定事由書 

王子製紙株式会社「美瑛山林」の審査における判定事由  

 

【審査判定】 

SGEC の定める新しい基準・指標・ガイドラインに準拠した「全林協森林認証審査判定表」の 72 項

目について審査を行い、審査委員会に諮ったところ、王子製紙株式会社「美瑛山林」は、認証に価す

る管理がされていると判定された。 

 なお、審査委員会により、下記２項目について、「向上目標」が付記された。 

 

【向上目標】 

 

基準 4-4 に関して 

林床をササに覆われた林分での天然更新は、難しいとされることから、択伐等施業実施後の更新状

況調査を念入りに行い、天然更新誘導のより具体的指針の確立が望まれる。 

 

基準 7-1 に関して 

現時点までのモニタリングの実施状況は、現場の努力によって、高いレベルにあるが、将来に向け

てのモニタリング継続の観点から、定点調査プロット等モニタリング地点の表示等の明確化を検討

願いたい。
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【判定事由】 

 

基準１ 認証対象森林の明示及びその管理方針の確定 

 

１－１．土地、森林資源などの所有者・管理者が明確である。 

 

 １－１－１／妥当である 

認証対象森林は、北海道美瑛町に位置する王子製紙㈱社有林の美瑛山林（3151.88ha）である。所有者

名が記載された「森林調査簿」及び「森林計画図」が常備されており、現地で確認できる。 

美瑛山林の管理は、王子製紙グループの王子木材緑化㈱旭川営業所に委託している。 

 

１－２．対象森林の所在場所別面積、人工植栽に係る森林の区別（人工林、天然林別）、 樹種又は

林相、林齢及び立木材積が明らかな森林調査簿類が常備されている。 

 

 １－２－１／妥当である 

対象森林は森林施業計画が樹立されており、「森林調査簿」が常備され、森林の内容は明らかである。 

内容は森林調査や GIS を利用して、5 年ごとの森林施業計画樹立の際に更新されている。 

なお、毎年 2～3 月に次年度の施業予定箇所を中心に収穫調査が行われている。 

 

１－３．対象森林の位置が、現地及び図面上で明瞭である。 

 

 １－３－１／妥当である 

「美瑛町森林計画図」（1/1 万）「美瑛山林現況林相図」（1/3 万)が常備されている。 

対象森林の位置は、現地及び図面上で明確であり、5 年毎に、境界木に赤ペンキを塗るなどの境界保

全を行っている。 

 

１－４．森林計画制度の森林施業計画あるいはそれに準じた管理計画が樹立されている。管理計画の

中で、森林所有者等が自らの意志で、持続可能な森林の管理・経営に関する基本方針が策定されて

いる。 

 

 １－４－１／妥当である 

森林施業計画書（H20～25 年）・認定書の写しが常備されている。 

上記に基づき実施状況を現地で確認した。 

「森林施業に関する長期の方針書」及び「社有林経営計画（平成 21 年～40 年度）」(以下：「経営計画」)

における基本方針は「高収益林分の育成によって収穫の保続を図り経営に寄与することと共に、水源

の涵養、土砂流出の防備、生物多様性の保全等、公益的機能を有する森林の造成を通して社会貢献す

ることによって、王子製紙グループの評価を高め経営に寄与することにある」としている。 
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 １－４－２／妥当である 

上記の「経営計画」によって、北海道と内地別の人工林と天然林ごとの「施業区分と目標林相及び施

業内容」として明確にされている。 

なお今期より、森林の機能区分について、森林計画制度による 3 機能区分に準拠した上で、「新たに全

森林(社有林)を生産林及び環境保全林に区分」し、森林の管理目的をより明確にしている。 

 

 １－４－３／妥当である 

王子製紙グループでは、「王子製紙環境憲章」を提示しており、「国内社有林については、SGEC の認証

取得を進めていく」ことを明示している。 

なお、社有林経営については、この基本理念のもとで「環境方針」を作成して持続可能な森林経営を

目指した管理・経営に当たっている。 

 

１－５．森林管理計画に即した森林管理を実行しうる管理体制と経営が行われている。 

 

 １－５－１／妥当である 

対象山林の管理は、王子製紙グループの王子木材緑化（株）旭川営業所が行っている。 

実行組織としては、地元に監視人をおいており、個々の現場作業については、王子木材緑化(株)との

請負契約の下で、地元協力業者(1 社)が当たっている。 

 

 １－５－２／妥当である 

前述の「経営計画」の基本方針「高収益林分の育成によって収穫の保続を図り経営に寄与することと

共に、水源の涵養、土砂流出の防備、生物多様性の保全等、公益的機能を有する森林の造成を通して

社会貢献することによって、王子製紙グループの評価を高め経営に寄与することにある」に基づき、

経営内容の改善に努めている。 

 

 

基準２ 生物多様性の保全 

 

２－１．生物多様性保全のための計画は、ランドスケープレベルの管理方針が定められているととも

に、主要な森林タイプについて林分レベルの管理方針が定められている。 

 

 ２－１－１／妥当である 

対象森林は、上川南部森林計画区に位置しており、地域森林計画及び、美瑛町森林整備計画において、

生物多様性保全をもふまえた機能区分がなされ、ランドスケープレベルでの管理方針が定められてい

る。美瑛山林は、全域が「水土保全林」として機能区分されている。 

王子製紙(株)では「生物多様性の保全を考慮した施業指針」を作成し、人工林と天然林それぞれに目

標林相、施業内容を定め、生物多様性の維持・向上に努めている。 
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 ２－１－２／適用除外 

美瑛山林周辺は、明治時代からの開墾地で、盛んに伐採が行われてきた地域であり、現地確認により、

原生林またはそれに近い天然林がないことを確認した。 

 

２－２．対象森林内で生物多様性の確保に重要な構成要素（原生林、天然林、里山林、 

 草地、湿地、沼、農地など）が地図上で明らかにされ、それらの管理方針が定められている。 

 

 ２－２－１／妥当である 

現況林相図により、対象山林に含まれる構成要素が明示されている。その中に沢敷・除地等として経

営対象から外されている水辺林等があり、生物多様性への配慮から自然植生が保存されている。 

同社では「美瑛山林ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査実施要領」を定めて、植生調査、動物ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査を実施してきてお

り、成果は「美瑛山林の林床植物」等として記録してきている。 

また、「レッドリスト種保護に関するマニュアル」を定め、レッドリスト種が発見された場合は、これ

に基づき、保護することとしている。 

 

 ２－２－２／妥当である 

美瑛山林の中央部を流れる宇莫別川周辺の林地及び沢筋には、広葉樹二次林を主体とした水辺林が設

置されており、保全が図られている。 

なお、「「生物多様性の保全」を考慮した施業指針」において「河川及び沢筋等に水辺林を適宜設置す

る」こととしている。 

 

２－３．絶滅危惧Ⅰ類、絶滅危惧Ⅱ類、準絶滅危惧に属する種及びその生息地の保護が 

 図られていること。 

 

 ２－３－１／妥当である 

「北海道ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ（美瑛町）」を常備しており、最新情報については、インターネット版により確

認している。 

同社では、「美瑛山林ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査実施要領」を定めて、植生調査、無人撮影による動物ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査な

どを実施してきており、成果を「美瑛山林の林床植物」等として記録してきている。 

レッドリスト種については、美瑛山林ではまだ確認されていないが、同社「美瑛山林 RDB 種保護に関

するﾏﾆｭｱﾙ」に従い、「専門家の意見を聴取し、保護対策を行う」こととしている。 

 

 ２－３－２／妥当である 

美瑛山林の 7 割以上が天然生林であり、択伐等施業の際には「生物多様性の保全を考慮した施業指針」

により、空洞木、枯損木等を必要に応じて林内に残すこととしており、営巣木・採餌木となる枯れ木・

倒木などが適度に残され、鳥類など野生動物の生息密度も高い。 

なお、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査などにより、エゾサンショウウオの産卵やエゾモモンガなども確認されている。 

また、現地確認の際に、ヒグマの糞の他、キツツキ類（アカゲラ）、ミヤマカケスなどを確認した。 
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２－４．下層植生を含め自然植生の保護に努めること。 

 

 ２－４－１／妥当である 

美瑛山林では、人工林・天然林ともに、「生物多様性の保全を考慮した施業指針」等に基づいた施業が

実施されており、下層植生の状態は良好である。ただし、ササの多い地域で下層植生はクマイザサが

大半を占めている。 

対象地内にエゾノリュウキンカの群生地などが、湿地の植生として保全されている。 

 

２－４－２／妥当である 

社有林内での動植物の採取は、原則的に禁止しており、不適切な活動については、森林巡視等により

防止している。 

 

 ２－４－３／妥当である 

更新の際には、適地適木の原則により、地域在来の苗を使用することとしている。 

過去にパルプチップ用の早生樹種として、改良ポプラやストローブマツ、バンクスマツなどの外来種

が試験的に導入されているが、天然更新による拡大等は確認されていない。 

 

 ２－４－４／妥当である 

「生物多様性の保全を考慮した施業指針(以下:「施業指針」)」により、のり面を最小限にする、土留

めなどに間伐材を利用するなどの配慮が示されている。 

現場では、水処理のための側溝が設けられる箇所があるが、最小限にするなどの配慮が為されている。 

また、カラマツ間伐材２本を平行に並べた簡易横断溝が設置された箇所も見られた。 

 

 

基準３ 土壌及び水資源の保全と維持 

 

３－１．土壌及び水資源の保全に与える影響を事前に把握し、森林管理計画や実施過程における悪影

響を最小化する。 

 

 ３－１－１／妥当である 

同社「社有林経営計画」、「施業指針」等により、非皆伐施業を原則とし、施業実施前の事前調査を入

念に行うなどして、環境変化を最小限にとどめるよう実行されている。 

 

 ３－１－２／妥当である 

地域森林計画及び市町村森林整備計画によって、土壌・水系の保全のために配慮が必要な場所は「水

土保全林」として区分されるとともに、特に必要な箇所は、砂防指定地や水源かん養・土砂流失防止

等の保安林に指定されている。 

美瑛山林は、全域が「水土保全林」に指定されており、同計画の「森林の整備及び保全の基本方針」

に沿った管理がなされている。なお、対象地内には、保安林指定等を受けている森林はない。  
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３－２．伐採に当たっては、風が強く当たる尾根筋、水系及び道路沿いには適切な保護 

 樹帯を設けている。 

 

 ３－２－１／妥当である 

美瑛山林では、尾根筋及び人工林の伐採区画（林小班と林小班の間）毎に、広葉樹二次林を主体とし

た保護樹帯が、沢筋には水辺林が設置されている。 

なお、保護樹帯・水辺林については、「美瑛山林現況林相図」（1/3 万）に基づき、現地で確認した。 

 

 ３－２－２／妥当である 

現地確認により、保護樹帯の植生は、天然植生が保全されており、立地条件に適合した植生であるこ

とを確認した。 

 

３－３．森林の伐採集運材に当たっては、近隣の水資源や土石流出防止機能などへの影響を考慮し、

地表面の保護が図られるよう慎重に配慮されている。 

 

 ３－３－１／妥当である 

美瑛山林は「美瑛町森林整備計画」により、すべて「水土保全林」に区分されており、同計画の基準・

規範より美瑛山林の森林施業計画が認定され、実行されている。 

なお、対象地内には、保安林指定等を受けている森林はない。 

 

 ３－３－２／妥当である 

美瑛山林での伐採・搬出作業は、王子製紙㈱の協力会社である北村林業㈱が実施している。伐採・搬

出作業は、「伐出作業マニュアル（美瑛山林）」に基づいて実施されており、水土保全に配慮した作業

が実施されている。 

なお、現地確認により、土砂の流失や水質汚濁などは確認されなかった。 

現行の作業システムは、チエ-ンソーによる伐倒・枝払い、ブルドーザーによる木寄せ・集材（全幹）、

土場でのチエ-ンソーによる玉伐り、グラップルによる巻き立てが実施されている。 

 

３－４．林業機械に用いる、燃料、オイルその他の汚染物質および農薬など化学物質が 

 水系に流出しないよう注意を払うこと。 

 

 ３－４－１／妥当である 

「社有林作業現場における油類管理規程および漏出事故時の連絡体制（美瑛山林）」を定め、適切な管

理のもと、燃料・オイル類を保管・使用している。 

現在、美瑛山林では薬剤を使用していないが、万一、野鼠害防除等で、薬剤を使用する場合は、「美瑛

山林 林業薬剤管理マニュアル」を遵守して、適切な管理のもと、使用することとしている。 

 

３－５．林道等の開設に当たっては、水土保全に細心の注意を払うこと。 
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 ３－５－１／妥当である 

美瑛山林には、人工林・天然林ともに循環型路網が開設されており、現在、総延長 6 万 3,540ｍに達

し、路網密度 20ｍ／ha となっている。 

保守・管理も適切に行われている。 

現在、林道開設は計画されていないが、今後の計画に当たっては「施業指針」により「小動物の移動

を妨げない措置を講じるほか、間伐小径木を積極的に利用する」などの配慮を払って、計画すること

としている。 

 

 

基準４ 森林生態系の生産力及び健全性の維持 

 

４－１．経済的、社会的、生態的な持続性に配慮し、森林資源調査等に基づいた森林管理計画を作成

し、適切な実行体制が整備されている。 

 

 ４－１－１／妥当である 

同社「経営計画」は「高収益林分の育成によって収穫の保続を図り経営に寄与することと共に、水源

の涵養、土砂流出の防備、生物多様性の保全等、公益的機能を有する森林の造成を通して社会貢献す

ることによって、王子製紙グループの評価を高め経営に寄与することにある」との基本方針にそって、

管理計画が策定されており、実行に移されている。 

 

 ４－１－２／妥当である  

毎年 2～3 月に次年度の施業予定地における収穫調査を実施し、資源状況を正確に把握した上で、実行

計画を策定している。 

林齢構成については、非皆伐施業で近年皆伐が行われていないことから、人工林の林齢が 8～11 齢級

に偏ってきている。同社では、人工林における間伐・択伐による天然更新の促進や、天然林択伐後に

アカエゾマツを樹下植栽(天然林補整)するなどして、長期的な持続性の確保に努めている。 

 

４－２．伐採量は森林の機能区分別に指定された森林施業計画認定基準の範囲内であり、 適正に配

置されている。 

 大面積皆伐は避け、可能な箇所では、非皆伐施業を行う。また林産物資源の収穫は、 

 それが持続できるよう定められている。 

 

 ４－２－１／妥当である 

美瑛山林では、収穫予定が明示された「森林施業計画書」の伐採計画に基づき、年度ごとの実行計画

を作成して計画的に施業が進められている。 

 

 ４－２－２／妥当である 

王子製紙社有林においては、「非皆伐施業を原則とし、人工林は、間伐作業を主体に、天然林は択伐作

業を主体に収穫を行うこととしている。 
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前記「生物多様性の保全を考慮した施業指針」に基づき、「人工林の初回及び二回目間伐の施業指針（美

瑛山林）」「天然林の施業指針（美瑛山林）」が作成されており、伐採方法・伐採率等の技術指針を示し

ている。 

 

 ４－２－３／妥当である 

「森林施業計画」に基づき、人工林の間伐及び天然林の択伐が、行われてきたことを確認した。 

 

４－３．伐採後は計画期間内に確実に更新されていること。伐採跡地などの人工更新は、 施業の履

歴を踏まえて、適地適木の原則が守られていること。 

 

 ４－３－１／妥当である 

美瑛山林施業計画対実績表及び美瑛山林施業図によって、過去の間伐等の施業履歴が確認できる。 

人工林は、トドマツ、カラマツが主体で、いずれも間伐期に達しており、間伐を実行しながら天然更

新を促し複層林に誘導することを基本方針としている。 

天然林においては、保育施業・択伐を実行し、後継樹の更新を図りながら、木材生産と林相の改良を

図ることを基本方針としている。 

 

 ４－３－２／妥当である 

「森林施業計画」によって、計画が立てられ、前記「生物多様性の保全を考慮した施業指針」に基づ

き、「人工林の初回及び二回目間伐の施業指針（美瑛山林）」「天然林の施業指針（美瑛山林）」が作成

されており、天然更新方法・補助作業等の技術指針が示されている。 

 

 ４－３－３／妥当である 

美瑛町は道内有数の山林種苗の産地であり、美瑛山林では、上川支庁管内で生産された地域在来の苗

木を使用している。 

なお、パルプチップ用の早生樹種として、改良ドロノキやストローブマツ・グイマツなどの外来種が

試験的に導入されているが、試験地を定めており、他の生態系への悪影響は見られていない。 

 

 ４－３－４／妥当である 

「育林指針－人工造林－（北海道編）」を定めており、植栽後の現況調査方法等が示されている。 

枯損木がある場合には、補植することとしている。 

 

４－４．天然林についても地域の特性を考慮し適切な森林管理計画が樹立され、的確な更新施業が行

われている。 

 

 ４－４－１／妥当である 

「森林施業計画」によって、施業予定が立てられ、前記「生物多様性の保全を考慮した施業指針」に

基づき、天然林においては、保育施業・択伐を実行し、後継樹の更新を図りながら、木材生産と林相

の改良を図ることを基本方針としている。 
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 ４－４－２／妥当である（向上目標付記） 

「社有林経営計画」において、天然林施業の目標林相と施業内容が定められ、これに即した「天然林

の施業指針（美瑛山林）」が作成されており、選木・伐採率・期間等の技術指針が示されている。また、

「施業指針」により、択伐後天然更新が不十分な箇所には、地表処理や植え込みが計画されている。 

上記の技術指針は概ね妥当と思われるが、林床のササの密度が高い林分では、後継樹が尐ない箇所も

見受けられた。 

より、現場に即した指針の確立が今後の課題と思われる。 

 

４－５．期間内における保育計画が明らかであり、現地の実態に応じて適切に行われて 

 いる。 

 

 ４－５－１／妥当である 

「育林指針－人工造林－（北海道編）」「「生物多様性の保全」を考慮した施業指針」を定め、保育方法

等を示している。 

なお、除伐の際には、人工林内に侵入したカバ類などの広葉樹を適度に残すこととしている。 

 

 ４－５－２／妥当である 

美瑛山林施業計画対実績表及び美瑛山林施業図によって、過去の間伐等の施業履歴が確認できる。 

「森林施業計画書」に保育箇所と保育方法、面積、予定時期（計画及び実績）が明記されている。 

 

４－６．目標林型への誘導に必要な間伐が適切に計画され、間伐が的確に実行されている。 

 

 ４－６－１／妥当である 

「森林施業計画書」及び美瑛山林施業計画対実績表に間伐箇所、面積、予定時期（計画及び実績）が

明記されている。 

対象山林の人工林において、要間伐森林に指定された林分はなく、下層植生が消滅したような箇所も

ないことを確認した。 

 

 ４－６－２／妥当である 

「人工林の初回及び二回目間伐の施業指針（美瑛山林）」を定め、伐採方法・伐採率等の一般的な判定

基準を示している。 

過去の間伐において、林内に現存する有用広葉樹やキツツキの営巣木などが残されていることを確認

した。 

 

 ４－６－３／妥当である 

美瑛山林施業計画対実績表及び美瑛山林施業図によって、過去の間伐等の施業履歴が確認できる。 

初回間伐は、列状間伐（２残１伐、３残１伐）により行っている。２回目間伐は、原則として、定性

間伐により行っている。 

現地確認により、間伐が適切に行われていることを確認した。 
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４－７．森林の病虫獣害に対する適切な防除・対策が図られ、農薬など化学物質の使用は、法令など

を順守し、かつ必要最小限の使途にとどめている。 

 

 ４－７－１／妥当である 

今のところ、管理上大きな問題となる病虫獣害は発生していない。 

今後、薬剤防除等が必要な場合は、法令遵守とともに「美瑛山林 林業薬剤管理マニュアル」に従い、

適切な管理のもと、使用することとしている。 

 

 ４－７－２／妥当である 

美瑛山林での病虫獣害の発生状況は「森林被害記録簿」として記録されている。 

虫害：カラマツにイトヒキハマキによる葉の食害が発生したことがあるが、短期的に樹勢が衰える程

度で枯死には至っていない。 

獣害：エゾシカによる食害やカラマツにノネズミによる根元樹皮の食害が微量ながら発生しているが、

現在、薬剤等の散布は行っていない。 

 

 ４－７－３／妥当である 

現在、美瑛山林では薬剤を使用していないが、今後、薬剤を使用する場合は、「美瑛山林 林業薬剤管

理マニュアル」を遵守して、適切な管理のもと、使用することとしている。 

 

４－８．山火事に対する適切な予防と被害への対処が図られている。 

 

 ４－８－１／妥当である 

「社有林山火事予消防対策実施要領」、「社有林山火事連絡系統図」（王子木材緑化）を定めるとともに、

上記に基づき、毎年５月に従業員を対象とした「山火事予消防会議」を行っている。 

山林の入り口など、山火事注意の標識が各所に配置され、現地には地元在住の監視人が常住しており、

入林者に対する普及啓発にも当たっている。 

 

 ４－８－２／妥当である 

前記「社有林山火事予消防対策実施要領」、「社有林山火事連絡系統図」（王子木材緑化）によって、関

係機関との連携等、従業員への「防災義務」が定められている。 

 

 ４－８－３／適用除外 

美瑛山林では、過去 30 年以上、森林火災が発生していない。 

このため、審査委員会により、審査要件から除外した。 

 

 

基準５ 持続的森林経営のための法的、制度的枞組 

 

５－１．日本の全ての法律および日本が調印した全ての国際条約や合意を遵守すること。 
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 ５－１－１／妥当である 

王子製紙㈱には、コンプライアンス室を設置しており、「王子製紙グループ企業行動報告書 2008」を

提示するなど、法令を遵守を確認した。 

 

 ５－１－２／妥当である 

森林管理上必要な法令集は常備している。 

また、間伐、伐採・造林届けなどの合法性を担保する書類も適切に管理されていることを確認した。 

 

５－２．地域社会の法的あるいは慣習的な財産・資源などの利用権が尊重されている。 

 

 ５－２－１／適用除外 

美瑛町の担当者により、美瑛山林には、入会権等の慣習的利用権がないことを確認した。 

このため、審査委員会により、審査要件から除外した。 

 

 ５－２－２／適用除外 

同上 

 

５－３．管理計画の実行に当たり、雇用者、委託者や林業従事者に対して生物多様性や 

 労働安全などに関して適切な訓練と指導を行っている。 

 

 ５－３－１／妥当である  

王子木材緑化(株)北海道支社では、毎年、道内の社有林持ち回りで、「森林認証に係わる植生モニタリ

ング研修会」を行ってきている。主に従業員の植物同定能力の向上を意図しており、美瑛山林では、

既に 2 回行われている。 

その成果は、「美瑛山林の林床植物」として纏められている。 

 

 ５－３－２／妥当である 

王子製紙㈱では、「安全衛生管理規程」「安全衛生管理体制」を定めている。 

王子木材緑化㈱では、「安全衛生管理基本方針」「安全衛生管理組織図」を定め、毎年、「安全衛生大会」

を開催している。 

なお、王子製紙㈱の協力会社である北村林業㈱では、「安全作業の手引き」を作成し、始業前のミーテ

ィングなどで、作業者へ指導している。 

 

５－４．従業員に対する社会保障、必要な訓練の実施、健康と安全の確保を図られている。 

 

 ５－４－１／妥当である 

従業員は、労災保険及び健康保険に加入している。 

なお、王子製紙㈱の協力会社である北村林業㈱の従業員についても、社会保険・労災保険に加入して

いることを確認した。 
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 ５－４－２／妥当である 

安全衛生管理体制を組織して、適正に安全衛生活動が実施されている。 

 

 

基準６ 社会・経済の便益の維持及び増進 

 

６－１．緑の循環資源として、認証林産物を多様な用途に有効活用し、地元住民や利害関係者等との

連携を図り、地域経済の振興に努める。 

 

 ６－１－１／妥当である 

地域に認定事業体がまだ出てきていないため、対象森林では、本認証期間中の認証林産物の生産・出

荷は行われなかったが、オホーツク地域など他の社有林では、尐しずつ、連携が動き始めている。 

「王子製紙グループ企業行動報告書 2008」等に、SGEC 森林認証取得経験を掲載するなど、普及に努め

ている。 

 

 ６－１－２／妥当である 

今後、販売先が事業体認定を受けるようになった場合、椪を別にするなど、分別管理の体制を整備す

ることを確認した。 

 

 ６－１－３／妥当である 

美瑛山林では、一部の林道において、カラマツ間伐材２本を平行に並べた簡易横断溝が設置されてい

る。 

なお、「「生物多様性の保全」を考慮した施業指針」において、「林道開設においては、横断溝、側溝、

土留め工等に間伐小径木を積極的に利用する」こととしている。 

 

６－２．市民に自然に触れ合う機会/場所の提供に努めるとともに、入山者に対する環境教育、安全

などへの指導および対策が整備されている。 

 

 ６－２－１／妥当である 

美瑛山林では、一般市民の入林については、山火事防止などから、許可制としている。 

王子製紙(株)では、「栗山森林博物館」「猿払」の道内２カ所に、一般市民を対象とした「王子の森」

を設け、自然学校や研究者へのフィールド提供などを実施している。 

なお、美瑛山林の入口付近には、視察者向けの案内板が設置されている。 

 

 ６－２－２／妥当である 

美瑛山林では、一般市民の入林については、山火事防止などから、許可制としている。 

なお、美瑛山林の入口付近に看板を設置し、入林者に対する空き缶、ゴミの持ち帰りを呼びかけてい

るほか、不法投棄などを誘引しないように、巡視活動を行っている。 
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６－３．森林レクリエーションや景観の維持に配慮した森林管理が必要な森林においては、適切な対

応がとられている。 

 

 ６－３－１／妥当である 

美瑛山林は、「美瑛町森林整備計画」において、すべて水土保全林に区分されており、景観保全等のた

めの森林施業上の制約がある森林には該当していない。 

しかし、美瑛町は「丘のまちびえい」として「美瑛町自然環境保全条例」、「美瑛の美しい景観を守り

育てる条例」を制定するなど、 景観保全に取り組んでいることから、美瑛山林においても、町との協

力のもと、非皆伐施業などの景観維持に努めている。 

 

 ６－３－２／適用除外 

上記の通り森林整備計画等によって定められた「風致保安林」や「保健保安林」、「森林との人との共

生林」等はないことを確認した。 

 

 ６－３－３／妥当である 

王子製紙グループでは、道内に 3 カ所の「王子の森」を設置しており、近隣には「王子の森-南富良野」

が整備されていることなどから、美瑛山林には森林レクリエーション施設等は特に設置されていない。 

ただし、地元美瑛町より、自然教育の場として提供を求められた場合は、協力することとしている。 

 

６－４．文化的・歴史的に重要な遺跡や資源・社会的に価値の高い森林が保護されている。 

 

 ６－４－１／適用除外 

美瑛町の担当者により、美瑛山林には、文化的・歴史的に重要な遺跡等がないことを確認した。 

このため、審査委員会により、審査要件から除外した。 

 

 ６－４－２／妥当である 

美瑛山林には、王子製紙㈱林木育種研究所（現在、森林博物館／栗山町）により、改良ドロノキなど

の試験地が設置されている。 

なお、王子製紙グループでは、美瑛山林を北海道所在の社有林のモデル山林として位置づけ、持続可

能な森林経営のあり方について検討し、施業技術の習得・普及、社員教育の場として、活用すること

としている。上 

 

６－５．対象森林の管理・整備・利用が、地球温暖化防止の二酸化炭素吸収源として貢献できるよう

努めている。 

 

 ６－５－１／妥当である 

美瑛山林の天然林択伐は、老齢木、不良木を抜き伐りして、若い後継樹の生育を促すことに主眼にお

いている。 

また、トドマツ人工林の間伐小径木も直径 10 ㎝以上は搬出して、自社工場のパルプチップ用に利用す
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るなど、有効利用にも努めている。 

 

 ６－５－２／妥当である 

「王子製紙グループ企業行動報告書 2008」及び、社有林「環境方針」に則り、省エネルギーの推進に

努めている。 

 

 

基準７ モニタリングと情報公開 

 

７－１．管理計画の実行状況としての影響を評価するためのモニタリングを、適宜実施すること。 

モニタリングの結果は、管理計画の実行及び改訂に反映され、必要に応じて見直しが図られている。 

 

 ７－１－１／妥当である（向上目標付記） 

美瑛山林では、「美瑛山林モニタリング実施要領」を定め、通常の巡視や収穫調査、作業完了時に「社

有林レッドデータブック」及びチェックリストに基づいた基本モニタリングを行ってきている。 

また、ランドスケープレベルでの林相の経年変化を把握するための定点撮影と、定点調査プロットで

5 年ごとに毎木調査と植生調査を行う植生モニタリング、生息する動物を把握するためのセンサーカ

メラ自動撮影による動物モニタリング等の定点モニタリングが実行されている。 

これらの記録は、年度ごとに整理保存されており、計画策定時の資源管理や生物多様性情報の収集・

保全等の管理に活かされている。 

 

７－２．地方自治体などが全体の多様性を推測する指標生物群のモニタリングを行っている場合、そ

の調査に対する協力体制が整っている。 

 

 ７－２－１／妥当である 

美瑛山林では、これまで第三者機関によるモニタリング調査は行われていない。 

なお、調査や教育のための協力要請には、可能な限り答えており、森林認証取得後の平成 17 年には、

東京大学学生の森林認証に関する調査に協力している。 

 

７－３．対象森林に関する各種情報の記録を極力残すこと。施業を行った場合は、作業 

 種別、年度別、所在場所別に施業記録が残されている。 

 

 ７－３－１／妥当である 

施業履歴については「美瑛山林施業履歴データ簿」に、森林被害については「森林被害記録簿」とし

て、年度ごとに整理されている。 

美瑛山林においては、H16 年･18 年と台風等による風倒被害が発生しているが、いずれも問題となるよ

うな被害には至らなかった。 
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７－４．森林管理計画とモニタリング結果は、情報の機密性を尊重するが、その概要については一般

に公開することを原則とする。 

 

 ７－４－１／妥当である 

前記「王子製紙グループ企業行動報告書 2008」及びインターネットなどを通じて森林認証の状況を公

開しているとともに、全国の社有林で実施されているモニタリング等に基づいて作成した各県毎の「レ

ッドデータブック・フィールド図鑑」作成し、配布を始めている。 

 


